
社会福祉施設における感染防止対策研修会

○本日の研修会の目的

・緊急事態宣言が解除され、対策の段階的緩和が

行われている。

・一方で、２回目の新型コロナワクチンの接種を

終えた施設でのクラスター事例も発生している。

・日常生活の回復に向けた制限の解除が進められ

る中での、施設に求められる感染対策の知識を

習得し、感染防止対策の強化につなげる。
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所管保健所

応援派遣元施設等

派遣要請

社会福祉施設等における感染制御・業務継続のための支援について

保健所からの相談・報
告に基づき、感染管理
の専門家等の派遣調整

本庁･対策本部指揮室

現地支援対策本部

福祉施設支援総合調整
・介護職員応援派遣調整
・感染防護具、物資の支援
・かかり増し経費の支援等
※かかり増し経費の例
衛生用品の購入費用
施設の消毒・清掃費用
応援職員確保に係る費用

本庁・保健福祉部地域福祉課
（法人運営係）

感染管理専門家

派遣先施設にお
ける入所者等へ
のサービス継続
のための支援

＜感染管理指導＞
・ゾーニング
・検体採取
・疫学調査支援等

派遣
調整

参加

施設等
集団感染

相談対応、
備蓄物資
の配布等

応援職員
派遣
物資配布、
経費補助

所管振興局
(社会福祉課）

派遣要請

派遣
応諾

業務継続のための支援

感染制御のための支援

定例ミーティング・
現地支援



社会福祉施設等の基準省令の改正（令和３年）
【主な改正のポイント】
○感染症や災害への対応力強化
・日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取組の推進
・感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが
安定的・継続的に提供される体制の構築

○感染症対策の強化

全ての介護・障がい福祉サービス等事業者に、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組

の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シュミレーショ

ン）の実施を義務づける。 （※３年の経過措置を設ける）

○業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な福祉サービスが継続的に提供できる体制を構

築する観点から、全てのサービス等事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の

実施、訓練（シュミレーション）の実施等を義務づける。 （※３年の経過措置を設ける）

日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進



【参考】施設における感染症対策強化と業務継続に向けた取組の推進
（厚生労働省：令和３年度介護報酬改定の主な事項について）



【参考】シュミレーションツール（厚生労働省）
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